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東京証券取引所による「公表措置」の実施及び「改善報告書」の提出請求について 

 

 本日、当社は、株式会社東京証券取引所より、下記の理由により、有価証券上場規程第５０８条

第1項に基づき「公表措置」が実施され、同規程第５０２条第１項に基づき「改善報告書」を提出

するよう求められましたので、お知らせいたします。 

 当社は、株式会社東京証券取引所からの当該措置に対して、真摯に対応していく所存です。 
 

記 

 
当社は、本日過年度の決算短信等の訂正を開示し、当社における新材料事業部高機能フィルム事

業グループのグループリーダー以下数名の従業員によって、赤字続きで事業撤退のおそれのあった

同事業の存続をはかる目的で、原価計算上の数値を改ざんして在庫を過大計上するなどしたことに

より、平成２２年３月期第１四半期から平成２４年３月期第２四半期まで累計１，４８１百万円の

連結営業利益を過大に計上しており、重要な訂正を伴う決算内容を開示していたことを公表しまし

た。 

これは、有価証券上場規程第４１２条第１項に違反し、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を

与えるものであり、公表を要する程度の違反と認められることから、同規程第５０８条第１項に基

づき「公表措置」が実施されたものです。 

また、これは、当社の適時開示を適切に行うための体制における重大な不備に起因する不適切な

開示であり、同体制について改善の必要性が高いと認められ、今後、当社が適切に情報開示等を行

うためには、当社の適時開示体制の早急なる整備が必要と認められることから、「改善報告書」の

提出を求められたものです。 

 
以上 


